
確
定
申
告・住
民
税（
町
道
民
税
）申
告
は
お
早
め
に

受
付
期
間
は
２
月
１
日
㊍
か
ら
３
月
15
日
㊍
ま
で

納
付
証
明
書

・国
民
年
金
保
険
料
控
除
証
明
書

▼
生
命
保
険
料
控
除

・生
命
保
険
料
控
除
証
明
書 

▼
地
震
保
険
料
控
除

・地
震
保
険
料
控
除
証
明
書

▼
障
害
者
控
除

・身
体
障
害
者
手
帳
、療
育
手
帳
、精

神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
な
ど

・障
害
者
控
除
対
象
者
認
定
書

 （
65
歳
以
上
で
①
要
介
護
１
と
要

介
護
２
の
方
、②
要
支
援
１
と
要

支
援
２
の
方
の
う
ち
、認
知
症
が

あ
る
方
は
障
害
者
控
除
、要
介
護

３
か
ら
要
介
護
５
ま
で
の
方
は

特
別
障
害
者
控
除
に
該
当
す
る

場
合
が
あ
り
、対
象
者
は
毎
年
認

定
を
受
け
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

詳
細
は
福
祉
課
障
が
い
福
祉
係

（
☎

54
・
６
６
１
２
）に
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。）

▼
医
療
費
控
除

・
平
成
29
年
中
に
支
払
っ
た
医
療

費
控
除
の
明
細
書

※
医
療
を
受
け
た
人
ご
と
、病
院・薬

局
ご
と
に
医
療
費
を
合
計
し
た
記

載
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

※
事
前
に
作
成
し
て
持
参
し
て
く
だ

さ
い
。

▼
住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除

・
金
融
機
関
が
発
行
す
る
借
入
金

の
年
末
残
高
証
明
書

・
家
屋
の
登
記
事
項
証
明
書（
敷
地

購
入
の
ロ
ー
ン
が
あ
る
場
合
は

土
地
の
登
記
事
項
証
明
書
）

・
家
屋
、土
地
の
請
負
契
約
書
ま
た

は
売
買
契
約
書
の
コ
ピ
ー（
取
得

年
月
日
・
面
積
・
取
得
価
格
が
わ

か
る
も
の
）

※
登
記
事
項
証
明
書
は
、平
成
30
年

１
月
１
日
以
降
の
も
の
。

※
増
改
築
や
バ
リ
ア
フ
リ
ー
改
修
工

事
の
場
合
は
、税
務
署
で
申
告
し

て
く
だ
さ
い
。

▼
寄
附
金
控
除

・寄
附
先
発
行
の
領
収
書

※
確
定
申
告
を
行
う
場
合
は
、ワ
ン

ス
ト
ッ
プ
特
例
制
度
が
無
効
に
な

り
ま
す
の
で
、「
寄
附
金
控
除
」を

忘
れ
ず
に
追
加
し
て
く
だ
さ
い
。

【
そ
の
他
必
要
な
も
の
】

・
本
人
名
義
の
振
込
先
口
座
が
わ

か
る
も
の（
預
金
通
帳
な
ど
）

※
所
得
税
が
還
付
に
な
る
場
合

・印
鑑（
認
印
で
可
）

・マ
イ
ナ
ン
バ
ー（
個
人
番
号
）

・

税
務
課
住
民
税
係（
☎

54・６
６
０
４
）

期
間
内
の
申
告
を

忘
れ
ず
に

　

平
成
29
年
分
所
得
税
の
確
定
申

告
、平
成
30
年
度
分
町
道
民
税（
住
民

税
）申
告
の
受
付
が
始
ま
り
ま
す
。

　
国
民
健
康
保
険
や
後
期
高
齢
者
医

療
保
険
に
加
入
し
て
い
る
方
、ま
た
、

そ
の
同
一
世
帯
の
方
で
収
入
が
０
円

で
も
、申
告
が
な
い
と
本
来
よ
り
も

高
い
保
険
税
や
医
療
費
を
負
担
す
る

場
合
が
あ
り
ま
す
。

　
申
告
が
必
要
な
方
は
忘
れ
ず
に
申

告
し
ま
し
ょ
う
。

申
告
に
必
要
な
も
の

【
収
入
を
証
明
す
る
も
の
】

・
源
泉
徴
収
票（
公
的
年
金
、給
与
）

・
収
支
内
訳
書（
農
業
、営
業
所
得

な
ど
の
事
業
所
得
、、不
動
産
所

得
が
あ
る
人
）

※
事
前
に
作
成
し
て
持
参
し
て
く
だ

さ
い
。

【
控
除
を
証
明
す
る
も
の
】

▼
社
会
保
険
料
控
除

・
平
成
29
年
中
に
支
払
っ
た
国
民

健
康
保
険
税
な
ど
の
領
収
書
や

※医療費控除の明細書や住宅借入金等特別控除の用紙など、確定
申告に必要な書類は、税務課、札内支所、忠類総合支所、糠内出
張所にあります。

地区 受付期間
（土、日曜・祝日を除く） 時間 場　所

札
内・幕
別

 ２月１日㊍～２月８日㊍

午
前
９
時
～
午
後
４
時

 幕別町役場
（１階会議室）

 ２月13日㊋～３月５日㊊  札内コミュニティプラザ
（集会室）

 ３月７日㊌  糠内コミュニティセンター

 ３月８日㊍～３月15日㊍  幕別町役場
（１階会議室）

忠類  ２月１日㊍～３月15日㊍  忠類コミュニティセンター
（児童室）

確定申告・住民税（町道民税）申告の日程表
　各会場の初日は混雑が予想されます。長時間お待たせする場合
もありますので時間に余裕を持って来場してください。３月15日
㊍以降の申告は、確定申告は帯広税務署、住民税申告は役場税務
課で受け付けます。

マイナンバーの確認方法

※運転免許証、パスポート、健康
保険証など、身分のわかるもの
も一緒に持参してください。

マイナンバーカード

通知カード
（マイナンバー記載の住民票も可）

または

セルフメディケーション税制（医療費控除の特例）が創設
　健康の保持増進と疾病の予防に関する取り組みを行った方が、平成29年1月1日以降に※スイッチＯＴＣ
医薬品を購入した場合に、その購入費用がセルフメディケーション税制（医療費控除の特例）として受ける
ことができます。※特例の適用を受ける方は、従来の医療費控除を適用することはできません。
　※スイッチＯＴＣ～元来医療用薬品として使われていた成分の有効性や安全性などに問題がないと判
　　　　　　　　　　断され、薬局で店頭販売できる一般用医薬品に転換（スイッチ）された薬品

あなたは申告が必要？　申告フローチャート
いいえ

はい

幕別町での申告は必要ありません。平成
30年１月１日時点で住んでいる（住民票
がある）市町村にお問い合わせください。

※あくまで簡易に判断する場合のフローチャートです。判断が難しい場合はお問い合わせください。

スタート
平成30年1月1日時点で、幕別町に住んでいる（住民票がある）

平
成
29
年
１
月
１
日
～
12
月
31
日
の
間
に
ど
ん
な
収
入
が
あ
り
ま
し
た
か
？

・幕別町在住の親族の税法上の扶養になっている 申告不要

・誰の税法上の扶養にもなっていない
・幕別町以外の親族の税法上の扶養になっている 住民税申告

収入なし　または
非課税収入のみ

（遺族年金、障害年金など）

・年金収入のみで148万円（65歳未満は98万円）以下である 申告不要

・年金収入のみで400万円を超える 確定申告

・（年金収入金額に関係なく）年金収入以外の所得が20
万円を超える 確定申告

主に年金収入

・年末調整が済んでいる（1カ所からの給与のみ）
・給与収入が93万円以下 申告不要

・年末調整が済んでいない・内容に変更がある
・医療費控除を受ける
・２カ所以上から給与の支払いを受けた
・給与収入が2000万円を超える
・給与収入以外の所得が20万円を超える

確定申告
主に給与収入

税務署で
確定申告

・譲渡所得（土地・建物・株式）　　・先物取引の雑所得　　
・上場株式などの配当所得  　・山林所得

住民税申告  ・確定申告の必要はないが、その他所得（雑所得、一時所得など）がある 
  ・控除に追加するものがある

医療費控除に必要な「領収書の提出」が「医療費控除の明細書」の添付へ変更
　平成29年分の申告から、「医療費控除の明細書」の添付が義務化され、従前の「領収書の提出」が不要とな
ります。医療費の領収書は、税務署から求められた場合に提示や提出が必要となりますので、大切に保管

（５年保存）してください。　　     　　　      
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